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「文史資料」の価値およびその利用 

劉 建輝 

はじめに 

 

 「文史資料」は、かつて中国近代史研究者にとって、ほとんど幻に近い、きわめて

貴重な存在であった。というのも、およそ1980年代までは、それがあくまで「参考資

料」として中国共産党や中国政府機関の内部発行にとどまり、一種の「門外不出」的

な性格を持っていたからである。そのため、外国の研究者はもちろん、中国国内の一

般研究者にも入手が難しく、個々の研究に利用されることも少なかった。日中歴史研

究センター旧蔵の「文史資料」は、その収集時における特殊な経緯もあって、日本国

内はさることながら、中国国内の多くの所蔵機関と比べても、それに勝るとも劣らな

い質量を誇っている。以下、きわめて概略的な整理になるが、その旧蔵書中の所蔵状

況、資料自体の史的価値、および今後の利用等について簡単に紹介してみたいと思う。 

 

「文史資料」とは 

 

中国では、国家の最高権力機関として、全国人民代表大会という一院制の国会組織

を取っているが、これを補助するものとしてまた中国人民政治協商会議という国会に

準ずる国家機関を設けている。この政治協商会議にはおもにいわゆる民主党派（共産

党以外の各政党、結社）のメンバーが参加し、執政党の共産党および政府機関に対し、

政権運営の助言、監督などの役割を担うことになっている。これらの民主党派はいず

れも中華民国成立以降、抗日戦争や国共内戦などの過程で共産党と「統一戦線」を結

成し、その友党として、中華人民共和国の設立に協力した諸政党と結社である。その

ため、その構成メンバーの多くはいわゆる共産党の諸活動とは別途に中国近代史の各

段階において活躍し、また当事者としてさまざまな事件や事変を経験しているのであ

る。 

このような経緯が背景となり、1959年 4月、故周恩来元総理が政治協商会議全国委

員会主催の古参委員懇談会において、戊戍変法（1898年）以来は中国社会の大変動期

で、この間の歴史については、できる限り、各角度から記述しておくべきで、とりわ

け古参委員は社会への貢献としてみな自らの知識や経験を残すのが望ましく、そのた

めに全国委員会において歴史資料を収集する工作組を作る必要がある、というような

趣旨の発言を行った。周恩来のこの指示を受け、政治協商会議は同年の 7月にまず全

国委員会において文史資料研究委員会（1988年 4月に文史資料委員会に改称）を立ち

上げ、以後各省、自治区、市、県レベルにも順次に同様の委員会を成立させた。 

 各委員会の成立とその活動の展開により、文史資料の収集は、以後およそ 20年以

上にわたって着々と進められたが、1982年 2月にはさらに「中国人民政治協商会議全

国委員会および地方委員会はその統一戦線的組織の特徴に基づき、近代史、現代史資

料の収集、研究、また出版の事業を行う」という新たに『中国人民政治協商会議規則』

（第 5回全国委員会第 5次会議改訂）に加えられた条文により、完全に一種の国家的

事業として追認され、今もなお対象となる時期と地域を拡大しつつ継続されている。 

文史資料の収集は、当初からいわゆる「三親」、つまり親身経歴（自ら経験したこ

と）、親眼所見（自ら見たこと）、親耳所聞（自ら聞いたこと）という方針で進めら

れた。その内容はおもにａ 本人自ら語る回想録、ｂ 当事者へのインタビュー記録、 
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